
港湾法

１．案内情報

① 手続名 ： 特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付を受ける者

の認定

② 手続根拠 ： ・港湾法第 条の７第 項55 1

③ 手続対象者 ： 重要港湾において特定用途港湾施設の建設又は改良を行

おうとする者

④ 提出時期 ： 特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる

資金を無利子で貸し付けるとき

⑤ 提出方法 ： 特定用途港湾施設整備事業無利子貸付金認定申請書に港

湾法施行規則第 条第 項に定める書類を添付し、申請者19 2

が事業を行おうとする港湾を管轄する地方整備局（北海道

の港湾で港湾法施行令第４条第１項第２号に定める用途に

供する係留施設及びこれに附帯する同条第２項に定める港

湾施設の建設又は改良（以下「カーフェリー埠頭の整備」

という ）を行おうとする申請者は北海道開発）を経由し。

て国土交通大臣（北海道及び沖縄県の港湾で事業（北海道

の港湾でカーフェリー埠頭の整備を行う場合を除く ）を。

行おうとする申請者にあっては直接運輸大臣）に提出して

ください。

⑥ 手数料 ： 無し

⑦ 添付書類・部数 ： ６部（正本１部、副本５部）

⑧ 申請書様式 ： 特定用途港湾施設整備事業無利子貸付金認定申請書

（一太郎・ＷＯＲＤ）

⑨ 記載要領・記載例 ： 提出先となる地方整備局にお問い合わせ下さい。

２．窓口情報

① 提出先：

国土交通省港湾局管理課 ０３－５２５３－８１１１

（内線４６１４４）

北海道開発局港湾空港部港湾計画課 ０１１－７０９－２３１１

東北地方整備局港湾空港部港湾管理課 ０２２－７１６－０００２

関東地方整備局港湾空港部港湾管理課 ０４５－２１１－７４１４

北陸地方整備局港湾空港部港湾管理課 ０２５－２６５－７７７６

中部地方整備局港湾空港部港湾管理課 ０５２－６５１－６４５３

近畿地方整備局港湾空港部港湾管理課 ０７８－３９１－７７５７

中国地方整備局港湾空港部港湾管理課 ０８２－５１１－３９０４

四国地方整備局港湾空港部港湾管理課 ０８７－８３２－５７８１

九州地方整備局港湾空港部港湾管理課 ０８３２－２４－４１１６



② 受付時間：提出先にお問い合わせ下さい。

③ 相談窓口：提出先にお問い合わせ下さい。

３．手続情報

①審査基準 ：・港湾法施行令第２条

②標準処理期間：２週間

③不服申立方法： 行政不服審査法の規定による）（


